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    議案１ 南部大阪都市計画特別用途地区の変更について 

   

 

 

 

 

 

 

 

日 時 ：令和８年６月４日（木）午前 10 時 00 分から  

場 所 ：河内長野市役所 ８階 802 会議室 

 



 

南部大阪都市計画特別用途地区の変更(河内長野市決定) 

 

都市計画特別用途地区を次のように変更する。 

 

種 類 面積 備考 

居住環境保全地区 約 1,316ha 

河内長野市特別用途地区内における建

築制限に関する条例 

（規制内容） 

建築制限 

居住環境調整地区 約 360.5ha 

河内長野市特別用途地区内における建

築制限に関する条例 

（規制内容） 

建築制限 

合計 約 1676.5ha  

 

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

特別用途地区指定箇所 

 

地区の種類 居住環境保全地区 

用途地域 

（容積率／建ぺい率） 

第一種低層住居専用地域（80/40） 

第一種低層住居専用地域（100/50） 

第一種低層住居専用地域（150/60） 

第一種中高層住居専用地域（200/60） 

第二種中高層住居専用地域（200/60） 

第一種住居地域（200/60） 

工業地域（200/60）   

制限する用途 住宅宿泊事業法（平成 29年法律第 65 号）第２条第５項の届出住宅 

地区の種類 居住環境調整地区 

用途地域 

（容積率／建ぺい率） 

第二種住居地域（200/60） 

準住居地域（200/60） 

近隣商業地域（200/80） 

近隣商業地域（300/80） 

商業地域（400/80） 

準工業地域（200/60）   

制限する用途 

建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第２条第２号の共同住宅又は寄宿舎

における住宅宿泊事業法（平成 29 年法律第 65号）第２条第５項の届出住宅

又は国家戦略特別区域法（平成 25年法律第 107 号）第１３条第１項の国家

戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設 

 

 

 



理   由 

河内長野市においては,河内長野駅から三日市町駅までの旧街道沿い、及び

市街化調整区域に広がる里山集落に現存する古民家等の地域資源を活用した

滞在や交流は尊重していく方針のため、すべての民泊を一律に否定するもので

はなく河内長野らしい居住・滞在の魅力と良好な住環境の両立を目指すものと

する。 

したがって、第２種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準

工業地域において、制限を行う特別用途地区を追加するものである。 
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